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● 新 着 図 書 ●

●新着映像資料●

※展示内容、講演会開催日程等の詳細情報は県人権推進課Web
　ページ内「あいち人権センター企画展」をご覧ください。
　https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinken/exhibition.html

あいち人権センターをご活用ください
あいち人権センターでは、県民の皆様に人権についての理解を

深めていただくため、人権に関する図書、映像資料（DVD・ビデ
オ）の閲覧・貸出し、パネル展示などを行っています。「人権」と聞
くとむずかしく考えてしまいがちですが、人権は私たちにとって身
近なもので、私たちの周りでも様々な人権問題が発生しています。
センターの活用を通じて、改めて人権について考えてみませんか？
どうぞお気軽にご来場・お問合せください。

旧優生保護法に基づき、憲法に違反する規定が長年にわたって執行され、誤った施策が推進されてきたことに鑑み、
このような事態を二度と繰り返さないよう、各部局が連携して優生保護に係る人権問題に対する理解の促進に向けた
啓発や教育などの諸施策を推進していくことを愛知県の人権施策に関する基本計画である「あいち人権推進プラン」に
2025年９月に追記しました。
あいち人権推進プランの詳細については、下記Web ページをご覧ください。

あいち人権推進プランWebページ：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinken/jinkenactionplan.html

　あいち人権センターでは、広く県民の皆
様に人権について考えていただく機会とし
て企画展や講演会を開催しています。
2025年度は全15回の開催を予定してい
ます。皆様のご来場をお待ちしております。

旧優生保護法について

旧優生保護法補償金等の支給について

あいち人権推進プランへの追記について

1948年に成立した旧優生保護法は、優生思想の下、「不良な子孫を出生することを防止するととも
に、母性の生命健康を保護すること」を目的として、優生手術（不妊手術）や人工中絶等について規定
しており1996年までに、約２万５千件の優生手術が実施されたと言われています。
2024年７月３日の最高裁判決において、旧優生保護法の優生手術に関する規定により優生手術を
受けることを強制することは、憲法に違反するものであり、旧優生保護法の優生手術に関する国会議
員の立法行為は、国家賠償法上違法であること等が示され、国の損害賠償責任が認められました。
これを受け、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を
受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受け
た者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が、2024年10月８日に議員立法により国会におい
て全会一致で成立し、2025年１月17日に施行されました。
この法律では、その前文において、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行し、優生
上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、国会及び政府の責任を認めて深
く謝罪しています。
あわせて、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し、
補償金の支給を行うこととしています。

○補償金の支給について
・対　象：旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者
　　　　 〔死亡している場合はその遺族（配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪）〕
・支給額：本人1500万円 配偶者500万円 ※事実婚などを含む
○優生手術等一時金の支給について
・対　象：旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
・支給額：320万円 ※補償金を受給した場合も支給する
○人工妊娠中絶一時金の支給について
・対　象：旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
・支給額：200万円　※優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

あいち人権センターでは、図書や映像資料、パネルの貸出しを行っています。お電話でのご予約も可能
ですので、どうぞお気軽にお問合せください。

■愛知県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電　話：052-954-6009
ＦＡＸ：052-954-7493
E-mail：kokoro@pref.aichi.lg.jp
受付時間：9：00～12：00　13：00～17：00
　　　　（月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。）
所在地：愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１番２号
　　　　保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室内
　　　　愛知県庁西庁舎１階

■あいち人権推進プランに関する問合せ先
担　当：県民文化局人権推進課
電　話：052-954-6167（ダイヤルイン）
E-mail：jinken@pref.aichi.lg.jp

8 11月  ６日～27日
開催期間回

外国人の人権、児童虐待の防止
9 11月10日～14日 アルコール関連問題
10 12月  １日～12日 エイズ予防啓発
11 12月10日～16日 北朝鮮拉致被害者に対する人権侵害問題について
12 12月22日～2026年１月９日 性の多様性、旧優生保護法
13   １月15日～29日 障害者の人権
14   ２月  ３日～25日 女性の人権
15   3月  ２日～13日 自殺やうつ、こころの悩み

テーマ

図書・映像資料を借りるには
センターで利用カードを作成すれば借りることができます。
・愛知県内に在住・在学・在勤であればどなたでも作成できます。
・愛知県内の市町村、企業、学校等の団体の名前でも作成できます。
・利用カードの発行には、運転免許証など、住所と氏名が確認できるものが必要です。

・行政資料、参考資料は貸出しできません。
・映像資料はセンター内で視聴することもできます。
・映像資料はお電話でのご予約もできます。

図  書　 3冊／15日以内 映像資料 3本／8日以内

学校の授業や社内の研修などに、ご活用ください

学びの場を提供しています
○企画展の開催　○講演会の開催

人権に関する相談を受けています
○相談員による一般相談 （来訪・電話・手紙・FAX・メール／予約不要）
 　電話：052-954-6806
○弁護士による法律相談 （月１回／要予約）
○愛知県にじいろ電話相談 （毎月第3月曜日）
 　電話：0120‐241‐612

イベント情報

新 着 資 料 の ご 紹 介

著：北原 モコットゥナシ / 漫画：田房 永子

303BOOKS

『アイヌもやもや　見えない化されている「わたしたち」と、
そこにふれてはいけない気がしてしまう「わたしたち」の。』

著：上川 多実

里山社

『〈寝た子〉なんているの？
ー見えづらい部落差別と私の日常』

著：細川 貂々

平凡社

『凸凹あるかな？
わたし、発達障害と生きてきました』

編集代表：寺原 真希子／
編著：弁護士法人東京表参道法律事務所

『ケーススタディ 職場のＬＧＢＴ
場面で学ぶ正しい理解と適切な対応』

ぎょうせい

誰ひとり取り残さないための職場の人権シリーズ②
心をつなぐ、はじめの一歩
テーマ：企業/人権全般

2023年制作/26分/字幕副音声付き

職場における人権課題を切り
口に、人は価値観や背景など
一人ひとり違うということを
理解し、互いを認めて尊重す
る気持ちの大切さを、主人公
と共に学んでいきます。

配架資料一覧はこちら➡

人権情報を収集・発信しています
○図書・映像資料の閲覧　○「あいち人権情報」の発行
○愛知県内で開催されるイベント情報の提供

研修や学習を支援しています
○人権研修への講師派遣　○啓発パンフレットの配布
○啓発パネルの貸出し　○図書・映像資料の貸出し

請求期限は
2030年1月16日

まで


